
「救命講習修了証」及び「講習のちらし」に掲載する広告募集要項 

 

姫路市では、市の資産を広告媒体として活用する広告事業の１つとして、「講習のちらし」

の広告主を募集します。 

広告掲載料は、本市の応急手当普及啓発事業を実施するための財源として市民サービス

の向上のため活用します。 

また、地域の事業者等の広告を掲載することにより、地域経済の活性化を図るとともに、

広告を行う事業者に地域貢献の機会を提供します。 

 

１ 広告媒体の名称 

⑴ 救命講習修了証 

⑵ 講習のちらし（あなたにもできる心肺蘇生ＡＥＤの使い方） 

 

２ 広告媒体の仕様 

別紙「広告掲載仕様書」のとおり 

  （注）申込みにあっては、姫路市広告事業実施要綱、姫路市広告掲載基準、広告掲載仕

様書を必ずお読みください。 

 

３ 募集対象 

事業者（広告代理店等の応募も可能です。） 

 

４ 募集期間 

令和８年（2026 年）１月 13 日（火）～令和８年（2026 年）１月 30 日（金） 

※期間内必着 

 

５ 広告掲載料 

⑴ 広告掲載料については、190,000 円（税込み）以上の額をご提示ください。 

⑵ 広告掲載料は、市の指定する期日までに一括で納付していただきます。 

⑶ 指定する期日までに広告原稿が入稿できず、ちらしの発行に間に合わない場合であ

っても、広告掲載料は納付していただきます。 

⑷ 広告主の都合により広告掲載を取り下げた場合も、納付済の広告掲載料は返還しま

せん。 

 

６ 申込方法 

広告掲載申込書に必要事項を記入し、広告原稿案を添付し、郵送又は持参してください。 

≪提出先≫ 

   〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町３番地（姫路市防災センター２階） 

   姫路市消防局 救急課 救急管理担当 

※持参による提出の場合、開庁時間内にお越しください。 

［月曜日～金曜日（祝日を除く。）の午前９時 00分から午後５時 00分まで］ 

 



７ 決定方法 

⑴ 市で広告掲載の内容について審査後、広告掲載料が高い申込者を選定し、決定します。 

⑵ ２者以上の応募があった場合において、２者以上の当該広告掲載料が同額であった

ときは、別途指定する日時に実施する抽選により決定するものとします。 

⑶ 広告掲載の可否を決定したときは、その可否にかかわらず結果を申込者に通知しま

す。 

 

８ 決定後の手続き 

⑴ 広告主に決まった申込者は、市と広告掲載契約を締結していただきます。 

⑵ 契約締結後、掲載しようとする広告について、市と協議を行ってください。 

⑶ 広告について市の承認を得た後、指定する期日までに広告の版下（完全データ）を作

成し、入稿してください。 

 

９ 掲載できない広告 

姫路市広告事業実施要綱、姫路市広告掲載基準に定める業種及び内容です。 

 

10 広告掲載の取消し 

  次の場合、広告掲載契約を解除し、広告掲載を取り消すことがあります。 

⑴ 正当な理由なく契約に違反した場合 

⑵ 広告主又はその代理人若しくは使用人に著しく不正又は不誠実な行為があった場合 

⑶ 広告主又はその代理人、使用人に重大な社会的信用失墜行為があった場合 

⑷ 広告主に破産の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全とな

り、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があった場合 

 

11 広告主の責務 

⑴ 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとします。 

⑵ 第三者から、掲載された広告に関連して損害を被った旨の請求がなされた場合は、広

告主の責任及び負担において解決するものとします。 

⑶ 広告掲載後、掲載した広告が「９ 掲載できない広告」に該当することとなった場合、

既に配布した講習のちらしの回収などを広告主の負担で行っていただく場合がありま

す。 

 

≪申込・お問い合わせ先≫ 

〒670-0940  姫路市三左衛門堀西の町３番地 

姫路市消防局 救急課 白水・光明・森本・三浦 

電話：079-223-9559・9604・9560 

FAX ：079-223-9543 

e-mail：syob-kyuukyuu@city.himeji.lg.jp 


